
※当社が契約する貸金業にかかる指定紛争解決機関 

名  称：日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地：〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号：03-5739-3861 

貸 付 条 件 表 
貸付の種類 証書貸付 手形貸付 手形の割引 極度方式貸付 

貸付利率 実 質 年 率    ２０.０％ 

返済の方式 
一括返済方式     元利均等返済方式 

元金均等返済方式    定額リボルビング方式 

返済期間 

一 括 返 済 方式     １ヶ月～ ６０ヶ月 

元利均等返済方式     ２ヶ月～３６０ヶ月 

元金均等返済方式   ２ヶ月～３６０ヶ月 

返済回数 
元利均等返済方式   ２ 回～３６０回 

元金均等返済方式   ２ 回～３６０回 

賠償額の元本に対す

る割合 
年  率     ２０．０％ 

担保について 

不動産担保 建造物に対する保険金請求権に対する質権 

有価証券（店頭株、投資信託を含む）、ゴルフ会員権 

債権譲渡担保、預金担保、生命保険金請求権に対する質権 

主な返済例 

実質年率 20%で 5 万円を借り、30 日ごとに元本を一万円ずつ返済する場合 

第 1 回  利息 50,000×0.20/365×30=821 + 元金返済分 10,000 円 ＝10,821 円 

第 2 回  利息 40,000×0.20/365×30=657  + 元金返済分 10,000 円 ＝10,657 円 

第 3 回  利息 30,000×0.20/365×30=493 + 元金返済分 10,000 円 ＝10,493 円 

第 4 回  利息 20,000×0.20/365×30=328 + 元金返済分 10,000 円 ＝10,328 円 

第 5 回  利息 10,000×0.20/365×30=164  + 元金返済分 10,000 円 ＝10,164 円 

元金＋利息＝返済額となります。 
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